
 

 
 

臨時の特性試験の試験⽅法 

 
700MHz 帯〜4.5GHz 帯 SC-FDMA ⼜は OFDMA 携帯無線通信陸上移動局の特性試験⽅法 
 
技術基準適合証明規則第２条第１項第 11 号の 34 に掲げる無線設備（無線設備規則第 49 条の６の 13 におい
てその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使⽤するための無線設備） 
 
 
 この試験⽅法は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に基づく告⽰（平成 16 年総務省告⽰第
88 号第 2 項）に基づき、⼀般財団法⼈テレコムエンジニアリングセンター様が設置する「無線設備の試験⽅
法に関する調査検討委員会」にて策定されたものを参考に⼀般社団法⼈タコヤキが公開するものです。 
 ⼀般社団法⼈タコヤキにおける本試験⽅法の運⽤については、測定内容、測定⼿順及び測定器の選定等を含
めて、⼀般社団法⼈タコヤキの責任下において運⽤いたします。 
 この試験⽅法の内容等に関するご質問等は⼀般社団法⼈タコヤキにお問合せください。 
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⼀ ⼀般事項 
 １ 試験場所の環境 

（１） 技術基準適合証明における特性試験の場合 
室内の温湿度は、JIS Z8703 による常温 5〜35℃の範囲、常湿 45〜85%（相対湿度）の範囲内と
する。 

（２） 認証における特性試験の場合 
上記に加えて周波数の偏差については、温湿度試験及び振動試験を⾏う。詳細については、各試
験項⽬を参照すること。 

 ２ 電源電圧 
（１） 技術基準適合証明における特性試験の場合 

電源は、定格電圧を供給する。 
（２） 認証における特性試験の場合 

電源は、定格電圧及び定格電圧±10%を供給する。ただし、次の場合を除く。 
ア 外部電源から受験機器への⼊⼒電圧が±10％変動した場合における受験機器の無線部（電源
は除く。）の回路への⼊⼒電圧の変動が±1％以下であることを確認できたときは、定格電圧のみ
で試験を⾏う。 
イ 電源電圧の変動幅が±10％以内の特定の変動幅内でしか受験機器が動作しない設計となって
おり、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が⼯事設計書に記載されているときは、定
格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を⾏う。 

 ３ 試験周波数と試験項⽬ 
（１） 受験機器の発射可能な周波数が 3 波以下の場合は、全波で全試験項⽬について試験を⾏う。 
（２） 受験機器の発射可能な周波数が 4 波以上の場合は、上中下の 3 波の周波数で全試験項⽬について

試験を⾏う。 
（３） 受験機器の無線周波数帯が 3.5GHz 帯〜4.5GHz 帯の場合に限り、「スプリアス発射⼜は不要発射

の強度（送信相互変調特性）」の試験を⾏う。 
 ４ 予熱時間 
  ⼯事設計書に予熱時間が必要である旨が明記されている場合は、記載された予熱時間経過後に測定する。 
 その他の場合は、予熱時間をとらない。 
 ５ 測定器の精度と較正等 

（１） 測定値に対する測定精度は、必要な試験項⽬において説明する。測定器は、較正されたものを使
⽤する。 

（２） スペクトラムアナライザは、掃引⽅式デジタルストレージ型とする。 
（３） スペクトラムアナライザに帯域幅内の電⼒総和を算出する機能があるときは、その算出結果を⽤

いてもよい。帯域幅内の電⼒総和を計算で求める場合は、次のとおりとする。 
ア 帯域幅内の全デ−タをコンピュ−タの配列変数に取り込む。 
イ 取り込んだ全デ−タ（dB 値）を電⼒次元の真数に変換する。 
ウ 次式により、真数に変換した値を⽤いて電⼒総和（Ps）を計算する。 
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   PS : 帯域幅内の電⼒総和（W） 
   Ei : 1 デ−タ点の測定値（W） 
   SW : 帯域幅（MHz） 
   n : 帯域幅内のデ−タ点数 
   k : 等価雑⾳帯域幅の補正値 
   RBW : 分解能帯域幅（MHz） 

（４） スペクトラムアナライザのアベレ−ジ機能として対数の平均（ビデオアベレ−ジ）を標準とする
機種が多いが、対数の平均ではなく、RMS 平均を使⽤する。 

 ６ 本試験⽅法の適⽤対象 
（１） 次の周波数の電波を送信する無線設備に適⽤する。 

700MHz 帯：718MHz〜748MHz 
800MHz 帯：815MHz〜845MHz 
900MHz 帯：900MHz〜915MHz 
1.5GHz 帯：1,427.9MHz〜1,462.9MHz 
1.7GHz 帯：1,710MHz〜1,785MHz 
3.5GHz 帯：3.4GMHz〜3.6GHz 
3.7GHz 帯：3.6GHz〜4.1GHz 
4.5GHz 帯：4.5GHz〜4.9GHz 

（２） 空中線端⼦（試験⽤端⼦を含む）がある設備に適⽤する。 
（３） 内蔵⼜は外部試験装置を⽤いて次の機能が実現できることが望ましい。 

ア 試験周波数に設定する機能 
イ 最⼤出⼒状態に設定する機能 
ウ 連続受信状態に設定する機能 
エ チャネル間隔（チャネル帯域幅）⼜はその組み合わせ、変調⽅式（QPSK、16QAM 等）、サ
ブキャリア間隔、サブキャリア数（リソースブロック数）、サブキャリア配置（リソースブロック
配置）等を任意に設定する機能 
オ 標準符号化試験信号（ITU−T 勧告 O.150 による 9 段 PN 符号、15 段 PN 符号、23 段 PN 符
号等）を⽤いて変調する機能 
注 上記の機能が実現できない機器の試験⽅法については、別途検討する。 

 ７ その他 
（１） 受験機器の疑似負荷（減衰器）の特性インピ−ダンスは、50Ωとする。 
（２） 各試験項⽬の結果は、測定値とともに技術基準の許容値を表⽰する。 
（３） 測定値の算出に使⽤したバ−スト時間率（＝電波を発射している時間 / バ−スト周期）は、測定

条件とともに表⽰する。 
（４） 測定器の条件等及び測定操作⼿順に記載の搬送波周波数は、割当周波数とする。 
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（５） 受験機器の測定点は、送受信装置の出⼒端から空中線系の給電線の⼊⼒端の間のうち、定格の空
中線電⼒を規定しているところとする。定格の空中線電⼒を規定しているところで測定できない
場合は、適当な測定端⼦で測定して換算する。 

（６） 外部試験装置は、受験機器と回線接続ができ、試験⽤動作モード、空中線電⼒の制御等が可能な
装置、⼜は試験に必要な信号を受験機器に与える信号発⽣器とする。 

（７） 外部試験装置なしで送信可能な無線設備は、フリーランの状態で測定してもよい。 
（８） ⼯事設計書にサブキャリア間隔、サブキャリア数、サブキャリア配置、出⼒制限等が記載されて

いる場合は、その条件で試験を⾏ってもよい。 
（９） 受験機器に複数の空中線端⼦がある場合は、各空中線端⼦において測定を⾏う。 
（１０） 本試験⽅法は標準的な⽅法を定めたものであるが、これに代わる他の試験⽅法について技術

的に妥当であると証明された場合は、その⽅法で試験を⾏ってもよい。 
 ８ 補⾜説明 

（１） 通信⽅式は、基地局から陸上移動局へ送信を⾏う場合にあっては直交周波数分割多重⽅式と時分
割多重⽅式を組み合わせた多重⽅式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあってはシング
ルキャリア周波数分割多元接続⽅式⼜は直交周波数分割多元接続⽅式を使⽤する周波数分割複信
⽅式⼜は時分割複信⽅式である。 

（２） キャリアアグリゲ−ション技術（⼆以上の搬送波を同時に⽤いて⼀体として⾏う無線通信の技術
をいう）を⽤いる場合には、⼀⼜は複数の基地局と⼀⼜は複数の陸上移動局との間の通信に限る
ものとする。 

（３） キャリアアグリゲーションを⽤いて連続しない複数の搬送波を同時に使⽤する装置の試験におい
て、他の周波数帯の搬送波の測定を⾏うときは、当該周波数帯の特性試験⽅法及び技術基準を適
⽤する。ただし、別途、試験項⽬に規定する場合は除く。 

（４） アンカーとして使⽤する搬送波は、「空中線電⼒の偏差」の試験を除き、キャリアアグリゲーショ
ンとして扱わない。 
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⼆ 試験項⽬ 
 環境試験―振動試験 
 １ 測定系統図 

 
 
 ２ 受験機器の状態 

（１） 振動試験機で加振中は、受験機器を⾮動作状態（電源ＯＦＦ）とする。 
（２） 振動試験機で加振終了後、受験機器の動作確認を⾏う場合は、受験機器を試験周波数に設定して

通常の使⽤状態で送信する。 
 ３ 測定操作⼿順 

（１） 受験機器を取付治具（受験機器を通常の装着状態と等しくする器具）等により、振動試験機の振
動板に固定する。 

（２） 振動試験機により受験機器に振動を加える。ただし、受験機器に加える振動の振幅、振動数及び
⽅向は、次のア及びイの条件に従い、振動条件の設定順序は任意でよい。 
ア 全振幅 3mm、最低振動数（注１）から毎分 500 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞ
れ 15 分間（振動数の掃引周期は 10 分とし、振動数を掃引して「最低振動数→毎分 500 回→最低
振動数」の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15 分間で 1.5 周期の振動数の掃引を⾏
う。） 
注１ 最低振動数は、振動試験機の設定可能な最低振動数とする。ただし、毎分 300 回以下とす
る。 
イ 全振幅 1mm、振動数毎分 500 回から 1800 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15
分間（振動数の掃引周期は 10 分とし、振動数を掃引して「毎分 500 回→毎分 1800 回→毎分 500
回」の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15 分間で 1.5 周期の振動数の掃引を⾏う。） 

（３） 振動条件は上記（２）にかかわらず、次の条件でもよい。 
周波数 ASD（Acceleration Spectral Density）ランダム振動 

5Hz から 20Hz 0.96m2/s3 
20Hz から 500Hz 20Hz では 0.96m2/s3 

それ以上の周波数では-3dB/Octave 
このランダム振動を上下、左右及び前後（設定順序は任意）でそれぞれ 30 分間⾏う。 

（４） 上記（２）⼜は（３）の振動を加えた後、規定の電源電圧（注２）を加えて受験機器を動作させ
る。 
注２ 規定の電源電圧は、「⼀般事項」の「２電源電圧（２）」を参照すること。 

（５） 試験装置を⽤いて受験機器の周波数を測定する。周波数の具体的な測定⽅法は、「周波数の偏差」
を参照すること。 

 ４ 補⾜説明 
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（１） 本試験項⽬は、認証の試験の場合のみに⾏う。 
（２） 本試験項⽬は、移動せず、振動しない物体に固定して使⽤されるものであり、その旨が⼯事設計

書に記載されている場合には⾏わない。 
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 環境試験−温湿度試験 
 １ 測定系統図 

 
 
 ２ 受験機器の状態 

（１） 規定の温湿度状態に設定して、受験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、受験機器を⾮
動作状態（電源 OFF）とする。 

（２） 規定の放置時間経過後（湿度試験にあっては常温常湿の状態に戻した後）、受験機器の動作確認を
⾏う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使⽤状態で送信する。 

 ３ 測定操作⼿順 
（１） 低温試験 

ア 受験機器を⾮動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を
低温（0℃、−10℃、−20℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最低のもの）に設定する。 
イ この状態で 1 時間放置する。 
ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（注 1）を加えて受験機器を動作させ
る。 
エ 試験装置を⽤いて受験機器の周波数を測定する。（注 2） 

（２） ⾼温試験 
ア 受験機器を⾮動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を
⾼温（40℃、50℃、60℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最⾼のもの）かつ常湿に設定する。 
イ この状態で 1 時間放置する。 
ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（注 1）を加えて受験機器を動作させ
る。 
エ 試験装置を⽤いて受験機器の周波数を測定する。（注 2） 

（３） 湿度試験 
ア 受験機器を⾮動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を
35℃に、相対湿度 95％⼜は受験機器の仕様の最⾼湿度に設定する。 
イ この状態で 4 時間放置する。 
ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないことを
確認した後、規定の電源電圧（注 1）を加えて受験機器を動作させる。 
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エ 試験装置を⽤いて受験機器の周波数を測定する。（注 2） 
 注 1 規定の電源電圧は、「⼀般事項」の「２ 電源電圧（２）」を参照すること。 
 注 2 周波数の具体的な測定⽅法は、「周波数の偏差」を参照すること。 
 ４ 補⾜説明 

（１） 本試験項⽬は、認証の試験の場合のみに⾏う。 
（２） 本試験項⽬は、常温（5℃〜35℃）、常湿（45%〜85%（相対湿度））範囲内の環境下のみで使⽤さ

れる旨が⼯事設計書に記載されている場合には⾏わない。 
（３） 使⽤環境の温湿度範囲について、温度⼜は湿度のいずれか⼀⽅が常温⼜は常湿の範囲より狭く、

かつ、他⽅が常温⼜は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が⼯事設計書に記載されている
場合は、当該狭い⽅の条件を保った状態で当該広い⽅の条件の試験を⾏う。 

（４） 常温、常湿の範囲を超える場合であっても、３（１）から３（３）の範囲に該当しないものは、温
湿度試験を省略することができる。 
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 周波数の偏差（１） 
適⽤範囲： ⼀の搬送波を送信する送信装置に適⽤する。 
 １ 測定系統図 

 
 
 ２ 測定器の条件等 

（１） 周波数計は、波形解析器を使⽤する。 
（２） 周波数計の測定確度は、規定の許容値の 1/10 以下の確度とする。 

 ３ 受験機器の状態 
（１） 外部試験装置から試験信号を加える。 
（２） 試験周波数及び最⼤出⼒に設定し、継続的バースト送信状態とする。 

 ４ 測定操作⼿順 
  受験機器の周波数を測定する。 
 ５ 結果の表⽰ 
  周波数の測定値を MHz ⼜は GHz 単位で表⽰するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を Hz 単
位で（＋）または（−）の符号をつけて表⽰する。 
 ６ 補⾜説明 

（１） 外部試験装置の基準周波数が、受験機器の周波数に影響することに留意する。 
（２） 受験機器を無変調状態とすることができる場合は、周波数計としてカウンタを⽤いて測定しても

よい。 
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 周波数の偏差（２） 
適⽤範囲： キャリアアグリゲーションを⽤いて連続する複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適⽤す
る。 
 １ 測定系統図 
  「周波数の偏差（１）」を参照すること。 
 ２ 測定器の条件等 
  「周波数の偏差（１）」を参照すること。 
 ３ 受験機器の状態 
  （１）キャリアアグリゲーションを構成し、連続する複数の搬送波を同時に送信する。 
  （２）その他は、「周波数の偏差（１）」を参照すること。 
 ４ 測定操作⼿順 
  各搬送波について、周波数を測定する。 
 ５ 結果の表⽰ 
  「周波数の偏差（１）」を参照すること。 
 ６ 補⾜説明 

（１） 連続する複数の搬送波を同時に送信した状態で各搬送波の周波数を測定できないときは、 
⼀の搬送波ごとに送信を⾏い、その搬送波の周波数を測定してもよい。 

（２） その他は、「周波数の偏差（１）」を参照すること。 
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 周波数の偏差（３） 
適⽤範囲： キャリアアグリゲーションを⽤いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適⽤す
る。 
 １ 測定系統図 
  「周波数の偏差（１）」を参照すること。 
 ２ 測定器の条件等 
  「周波数の偏差（１）」を参照すること。 
 ３ 受験機器の状態 
  （１）キャリアアグリゲーションを構成し、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。 
  （２）その他は、「周波数の偏差（１）」を参照すること。 
 ４ 測定操作⼿順 
  各搬送波について、周波数を測定する。 
 ５ 結果の表⽰ 
  「周波数の偏差（１）」を参照すること。 
 ６ 補⾜説明 

（１） 連続しない複数の搬送波を同時に送信した状態で各搬送波の周波数を測定できないときは、⼀の
搬送波ごとに送信を⾏い、その搬送波の周波数を測定してもよい。 

（２） その他は、「周波数の偏差（１）」を参照すること。 
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 占有周波数帯幅（１） 
適⽤範囲：⼀の搬送波を送信する送信装置に適⽤する。 
 １ 測定系統図 

 
 
 ２ 測定器の条件等 
  スペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 
 中⼼周波数  搬送波周波数 
 掃引周波数  幅許容値の約 2〜3.5 倍（例：30MHz） 
 分解能帯域幅  許容値の約 1％以下（例：100kHz） 
 ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の 3 倍程度（例：300kHz） 
 掃引時間  測定精度が保証される時間（注１） 
 Ｙ軸スケール  10dB/Div. 
 ⼊⼒レベル  搬送波レベルがスペクトラムアナライザの雑⾳レベルより 
    40dB 以上⾼いこと 
 データ点数  400 点以上（例：1001 点） 
 掃引モード  連続掃引（波形が変動しなくなるまで） 
 検波モード  ポジティブピーク 
 表⽰モード  マックスホールド 
 （例は、チャネル間隔 10MHz の場合である） 
 注１ 掃引時間は、1 データ点当たり 1 バースト周期以上となる時間とする。 
 ３ 受験機器の状態 
  （１）外部試験装置から試験信号を加える。 
  （２）試験周波数及び最⼤出⼒に設定し、継続的バースト送信状態とする。 
  （３）キー操作、制御器⼜は外部試験装置を⽤いて占有周波数帯幅が最⼤となる状態に設定する。 
 ４ 測定操作⼿順 

（１） スペクトラムアナライザの設定を２とし、波形の変動がなくなるまで連続掃引する。 
（２） 掃引終了後、全データをコンピュータの配列変数に取り込む。 
（３） 全データ（dB 値）を電⼒次元の真数に変換する。 
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（４） 全データの総和を求め、全電⼒として記憶する。 
（５） 最低周波数のデータから順次上に電⼒の加算を⾏い、この値が全電⼒の 0.5％となる限界データ

点を求める。その限界データ点の周波数を下限周波数として記憶する。 
（６） 最⾼周波数のデータから順次下に電⼒の加算を⾏い、この値が全電⼒の 0.5％となる限界データ

点を求める。その限界データ点の周波数を上限周波数として記憶する。 
（７） 占有周波数帯幅（＝上限周波数−下限周波数）を計算する。 

 ５ 結果の表⽰ 
  占有周波数帯幅の測定値を MHz 単位で表⽰する。 
 ６ 補⾜説明 
  （１）３（３）で規定する占有周波数帯幅が最⼤となる状態とは、変調⽅式（QPSK、16QAM 等）、サ
ブキャリア間隔、サブキャリア数等の組合せで決定される送信条件の中で占有周波数帯幅が最⼤となる状態
で、かつ、その送信条件において最⼤出⼒の状態をいう。 
  （２）３（３）で規定する占有周波数帯幅が最⼤となる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の
送信条件で測定を⾏う。 
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 占有周波数帯幅（２） 
適⽤範囲：キャリアアグリゲーションを⽤いて連続する複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適⽤す
る。 
 １ 測定系統図 
  「占有周波数帯幅（１）」を参照すること。 
 ２ 測定器の条件等 
  「占有周波数帯幅（１）」を参照すること。ただし、スペクトラムアナライザの中⼼周波数の設定は、送
信周波数帯域（同時に送信する連続する複数の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう）の中⼼の周波数
とする。 
 ３ 受験機器の状態 
  （１）キャリアアグリゲーションを構成し、連続する複数の搬送波を同時に送信する。 
  （２）その他は、「占有周波数帯幅（１）」を参照すること。 
 ４ 測定操作⼿順 
  （１）連続する複数の搬送波について、占有周波数帯幅を測定する。 
  （２）測定⼿順は、「占有周波数帯幅（１）」を参照すること。 
 ５ 結果の表⽰ 
 「占有周波数帯幅（１）」を参照すること。 
 ６ 補⾜説明 
 「占有周波数帯幅（１）」を参照すること。 
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 占有周波数帯幅（３） 
適⽤範囲：キャリアアグリゲーションを⽤いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適⽤す
る。 
 １ 測定系統図 
  「占有周波数帯幅（１）」を参照すること。 
 ２ 測定器の条件等 
  「占有周波数帯幅（１）」を参照すること。 
 ３ 受験機器の状態 
  （１）キャリアアグリゲーションを構成し、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。 
  （２）「占有周波数帯幅（１）」を参照すること。 
 ４ 測定操作⼿順 
  （１）各搬送波について、占有周波数帯幅を測定する。 
  （２）測定⼿順は、「占有周波数帯幅（１）」を参照すること。 
 ５ 結果の表⽰ 
  「占有周波数帯幅（１）」を参照すること。 
 ６ 補⾜説明 
  「占有周波数帯幅（１）」を参照すること。 
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 スプリアス発射⼜は不要発射の強度（帯域外領域）（１） 
適⽤範囲：⼀の搬送波を送信する送信装置に適⽤する。 
 １ 測定系統図 

 
 
 ２ 測定器の条件等 

（１） 不要発射探索時のスペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 
掃引周波数幅  （注１） 
分解能帯域幅  30kHz（注２及び注４の周波数範囲） 
   1MHz（注３の周波数範囲） 
ビデオ帯域幅  分解能帯域幅と同程度 
掃引時間  測定精度が保証される時間（注５） 
Ｙ 軸スケール  10dB/Div.  
⼊⼒レベル  最⼤のダイナミックレンジとなる値 
（例：ミキサ⼊⼒における搬送波のレベルが−10〜−15dBm 程度） 
データ点数  400 点以上（例：1001 点） 
掃引モード  単掃引 
検波モード  ポジティブピーク 
注１ 掃引周波数幅は、次のとおりとする。 
チャネル間隔 5MHz 
 搬送波周波数±（2.5MHz〜3.5MHz）（注４） 
 搬送波周波数±（3.5MHz〜7.5MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（7.5MHz〜8.5MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（8.5MHz〜12.5MHz）（注３） 
チャネル間隔 10MHz 
 搬送波周波数±（5MHz〜6MHz）（注４） 
 搬送波周波数±（6MHz〜10MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（10MHz〜15MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（15MHz〜20MHz）（注３） 
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チャネル間隔 15MHz 
 搬送波周波数±（7.5MHz〜8.5MHz）（注４） 
 搬送波周波数±（8.5MHz〜12.5MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（12.5MHz〜22.5MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（22.5MHz〜27.5MHz）（注３） 
チャネル間隔 20MHz 
 搬送波周波数±（10MHz〜11MHz）（注４） 
 搬送波周波数±（11MHz〜15MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（15MHz〜30MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（30MHz〜35MHz）（注３） 
チャネル間隔 40MHz 
 搬送波周波数±（20MHz〜21MHz）（注４） 
 搬送波周波数±（21MHz〜25MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（25MHz〜60MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（60MHz〜65MHz）（注３） 
チャネル間隔 50MHz 
 搬送波周波数±（25MHz〜26MHz）（注２） 
 搬送波周波数±（26MHz〜30MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（30MHz〜75MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（75MHz〜80MHz）（注３） 
チャネル間隔 60MHz 
 搬送波周波数±（30MHz〜31MHz）（注２） 
 搬送波周波数±（31MHz〜35MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（35MHz〜90MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（90MHz〜95MHz）（注３） 
チャネル間隔 80MHz 
 搬送波周波数±（40MHz〜41MHz）（注２） 
 搬送波周波数±（41MHz〜45MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（45MHz〜120MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（120MHz〜125MHz）（注３） 
チャネル間隔 90MHz 
 搬送波周波数±（45MHz〜46MHz）（注２） 
 搬送波周波数±（46MHz〜50MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（50MHz〜135MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（135MHz〜140MHz）（注３） 
チャネル間隔 100MHz 
 搬送波周波数±（50MHz〜51MHz）（注２） 
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 搬送波周波数±（51MHz〜55MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（55MHz〜150MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（150MHz〜155MHz）（注３） 
注５ 掃引時間は、１データ点当たり１バースト周期以上となる時間とする。 

（２） 不要発射振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 
中⼼周波数  探索した不要発射の周波数 
掃引周波数幅  0Hz 
分解能帯域幅  30kHz（注２の周波数範囲） 
   1MHz（注３の周波数範囲） 
ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 
掃引時間  測定精度が保証される時間 
Y 軸スケール  10dB/Div. 
⼊⼒レベル  最⼤のダイナミックレンジとなる値 
掃引モード  単掃引 
検波モード  RMS 

（３） 不要発射振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 
中⼼周波数  探索した不要発射の周波数 
掃引周波数幅  チャネル間隔×1%（注４の周波数範囲） 
   1MHz（注３の周波数範囲） 
分解能帯域幅  30kHz 
ビデオ帯域幅  分解能帯域幅と同程度 
掃引時間  測定精度が保証される時間（注６） 
Ｙ軸スケール  10dB/Div. 
⼊⼒レベル  最⼤のダイナミックレンジとなる値 
掃引モード  単掃引 
検波モード  RMS 
注６ 掃引時間は、（データ点数×バースト周期×任意の⾃然数）とする。 

 ３ 受験機器の状態 
（１） 外部試験装置から試験信号を加える。 
（２） 試験周波数及び最⼤出⼒に設定し、継続的バースト送信状態とする。 
（３） キー操作、制御器⼜は外部試験装置を⽤いて帯域外領域における不要発射の強度が最⼤となる状

態に設定する。 
 ４ 測定操作⼿順 

（１） スペクトラムアナライザの設定を２（１）とし、掃引周波数幅内の不要発射を探索する。ただ
し、注４の周波数範囲において、掃引周波数幅内の全データについて参照帯域幅当たりの電⼒総
和（PS）を計算し、その中の最⼤値を探索値とする。 

（２） 探索した不要発射の振幅値の最⼤値が許容値以下の場合は、この最⼤値を測定値とする。 



 
SC-FDMA ⼜は OFDMA 陸上移動局 

18 
この試験⽅法は、⼀般財団法⼈テレコムエンジニアリングセンター様が設置する「無線設備の試験⽅法に関する調査検討委員会」
にて策定されたものを参考に⼀般社団法⼈タコヤキが公開するものです。 

（３） 注２及び注３の周波数範囲において、上記（２）の測定値が許容値を超える場合は、スペクトラ
ムアナライザの設定を２（２）とし、不要発射の振幅値の平均値（バースト内平均電⼒）を求め
て測定値とする。 

（４） 注３の周波数範囲において、上記（３）の測定値が許容値を超える場合は、スペクトラムアナラ
イザの設定を２（３）とし、掃引周波数幅内の電⼒総和を計算し、バースト時間率の逆数を乗じ
た値を測定値とする。 

（５） 注４の周波数範囲において、上記（２）の測定値が許容値を超える場合は、スペクトラムアナラ
イザの設定を２（３）とし、掃引周波数幅内の電⼒総和を計算し、バースト時間率の逆数を乗じ
た値を測定値とする。 

 ５ 結果の表⽰ 
  不要発射の強度の測定値を測定帯域ごとに離調周波数とともに、技術基準で規定する単位で表⽰する。 
 ６ 補⾜説明 

（１） ２（１）で規定する掃引周波数幅は、（分解能帯域幅/2）の帯域幅分内側に設定してもよい。 
（２） ３（３）で規定する帯域外領域における不要発射の強度が最⼤となる状態とは、変調⽅式

（QPSK、16QAM 等）、サブキャリア間隔、サブキャリア数等の組合せで決定される送信条件の
中で、変調過程⼜は送信部の⾮線形性による不要発射が最⼤となる状態で、かつ、その送信条件
において最⼤出⼒の状態をいう。 

（３） ３（３）で規定する不要発射の強度が最⼤となる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の
送信条件で測定を⾏う。 
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 スプリアス発射⼜は不要発射の強度（帯域外領域）（２） 
適⽤範囲：キャリアアグリゲーションを⽤いて連続する複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適⽤す
る。 
 １ 測定系統図 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（帯域外領域）（１）」を参照すること。 
 ２ 測定器の条件等 

（１） 不要発射探索時のスペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 
掃引周波数幅  （注１） 
分解能帯域幅  30kHz（注２の周波数範囲） 
   1MHz（注３の周波数範囲） 
ビデオ帯域幅  分解能帯域幅と同程度 
掃引時間  測定精度が保証される時間（注４） 
Ｙ軸スケール  10dB/Div. 
⼊⼒レベル  最⼤のダイナミックレンジとなる値 
（例：ミキサ⼊⼒における搬送波のレベルが−10〜−15dBm 程度） 
データ点数  400 点以上（例：1001 点） 
掃引モード  単掃引 
検波モード  ポジティブピーク 
注１ 掃引周波数幅は、次のとおりとする。 
チャネル間隔の総和 110MHz 
 搬送波周波数±（55MHz〜56MHz）（注２） 
 搬送波周波数±（56MHz〜60MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（60MHz〜165MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（165MHz〜170MHz）（注３） 
チャネル間隔の総和 120MHz 
 搬送波周波数±（60MHz〜61MHz）（注２） 
 搬送波周波数±（61MHz〜65MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（65MHz〜180MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（180MHz〜185MHz）（注３） 
チャネル間隔の総和 130MHz 
 搬送波周波数±（65MHz〜66MHz）（注２） 
 搬送波周波数±（66MHz〜70MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（70MHz〜195MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（195MHz〜200MHz）（注３） 
チャネル間隔の総和 140MHz 
 搬送波周波数±（70MHz〜71MHz）（注２） 
 搬送波周波数±（71MHz〜75MHz）（注３） 
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 搬送波周波数±（75MHz〜210MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（210MHz〜215MHz）（注３） 
チャネル間隔の総和 150MHz 
 搬送波周波数±（75MHz〜76MHz）（注２） 
 搬送波周波数±（76MHz〜80MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（80MHz〜225MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（225MHz〜230MHz）（注３） 
チャネル間隔の総和 160MHz 
 搬送波周波数±（80MHz〜81MHz）（注２） 
 搬送波周波数±（81MHz〜85MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（85MHz〜240MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（240MHz〜245MHz）（注３） 
チャネル間隔の総和 180MHz 
 搬送波周波数±（90MHz〜91MHz）（注２） 
 搬送波周波数±（91MHz〜95MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（95MHz〜270MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（270MHz〜275MHz）（注３） 
チャネル間隔の総和 200MHz 
 搬送波周波数±（100MHz〜101MHz）（注２） 
 搬送波周波数±（101MHz〜105MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（105MHz〜300MHz）（注３） 
 搬送波周波数±（300MHz〜305MHz）（注３） 
注４ 掃引時間は、1 データ点当たり 1 バースト周期以上となる時間とする。 

（２） 不要発射振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 
中⼼周波数  探索した不要発射の周波数 
掃引周波数幅  0Hz 
分解能帯域幅  30kHz（注２の周波数範囲） 
   1MHz（注３の周波数範囲） 
ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の 3 倍程度 
掃引時間  測定精度が保証される時間 
Ｙ軸スケール  10dB/Div. 
⼊⼒レベル  最⼤のダイナミックレンジとなる値 
掃引モード  単掃引 
検波モード  RMS 

（３） 不要発射振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 
中⼼周波数  探索した不要発射の周波数 
掃引周波数幅  1MHz 



 
SC-FDMA ⼜は OFDMA 陸上移動局 

21 
この試験⽅法は、⼀般財団法⼈テレコムエンジニアリングセンター様が設置する「無線設備の試験⽅法に関する調査検討委員会」
にて策定されたものを参考に⼀般社団法⼈タコヤキが公開するものです。 

分解能帯域幅  30kHz 
ビデオ帯域幅  分解能帯域幅と同程度 
掃引時間  測定精度が保証される時間（注５） 
Ｙ軸スケール  10dB/Div. 
⼊⼒レベル  最⼤のダイナミックレンジとなる値 
掃引モード  単掃引 
検波モード  RMS 
注５ 掃引時間は、（データ点数×バースト周期×任意の⾃然数）とする。 

 ３ 受験機器の状態 
  （１）キャリアアグリゲーションを構成し、連続する複数の搬送波を同時に送信する。 
  （２）その他は、「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（帯域外領域）（１）」を参照すること。 
 ４ 測定操作⼿順 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（帯域外領域）（１）」の４（１）から４（４）までを参照するこ
と。ただし、スペクトラムアナライザの設定は、本試験項⽬の２（１）から２（３）までを適⽤する。 
 ５ 結果の表⽰ 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（帯域外領域）（１）」を参照すること。 
 ６ 補⾜説明 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（帯域外領域）（１）」を参照すること。 
 
 
 
  



 
SC-FDMA ⼜は OFDMA 陸上移動局 

22 
この試験⽅法は、⼀般財団法⼈テレコムエンジニアリングセンター様が設置する「無線設備の試験⽅法に関する調査検討委員会」
にて策定されたものを参考に⼀般社団法⼈タコヤキが公開するものです。 

 スプリアス発射⼜は不要発射の強度（帯域外領域）（３） 
適⽤範囲：キャリアアグリゲーションを⽤いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適⽤す
る。 
 １ 測定系統図 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（帯域外領域）（１）」を参照すること。 
 ２ 測定器の条件等 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（帯域外領域）（１）」を参照すること。 
 ３ 受験機器の状態 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（帯域外領域）（１）」を参照すること。 
 ４ 測定操作⼿順 
  （１）各搬送波について、帯域外領域における不要発射の強度を測定する。 
  （２）測定⼿順は、「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（帯域外領域）（１）」を参照すること。 
 ５ 結果の表⽰ 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（帯域外領域）（１）」を参照すること。 
 ６ 補⾜説明 

（１） 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も⾼い周波数より⾼い周波数及び最も低い周波数
より低い周波数においては、当該最も⾼い周波数の搬送波及び当該最も低い周波数の搬送波に応
じた試験を⾏う。 

（２） 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に応じた試験を⾏う。ただ
し、複数の搬送波のうち、⼀の搬送波の不要発射の強度の測定帯域と他の搬送波の不要発射の強
度の測定帯域が重複する場合にあっては、当該⼀の搬送波に応じた許容値⼜は当該他の搬送波に
応じた許容値を適⽤する。 

（３） その他は、「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（帯域外領域）（１）」を参照すること。 
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 スプリアス発射⼜は不要発射の強度（スプリアス領域）（１） 
適⽤範囲：⼀の搬送波を送信する送信装置に適⽤する。 
 １ 測定系統図 

 
 ２ 測定器の条件等 

（１） 搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使⽤する。 
（２） 不要発射探索時のスペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 

掃引周波数幅  （注１） 
分解能帯域幅  （注１） 
ビデオ帯域幅  分解能帯域幅と同程度 
掃引時間  測定精度が保証される時間（注２） 
Ｙ軸スケール  10dB/Div. 
⼊⼒レベル  最⼤のダイナミックレンジとなる値 
（例：ミキサ⼊⼒における搬送波のレベルが−10〜−15dBm 程度） 
データ点数  400 点以上（例：1001 点） 
掃引モード  単掃引 
検波モード  ポジティブピーク 
注１ 掃引周波数幅及び分解能帯域幅の設定は、次のとおりとする。 
掃引周波数幅 分解能帯域幅 
9kHz〜150kHz 1kHz 
150kHz〜30MHz 10kHz 
30MHz〜1,000MHz 
（470MHz〜710MHz、773MHz〜803MHz、
860MHz〜890MHz、945MHz〜960MHz を除く） 

100kHz 

470MHz〜710MHz 100kHz 
773MHz〜799MHz 1MHz 
799MHz〜803MHz 1MHz 
860MHz〜890MHz 1MHz 
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945MHz〜960MHz 1MHz 
1,000MHz〜12.75GHz 
（1,475.9MHz〜1,510.9MHz、1,805MHz〜
1,880MHz、1,884.5MHz〜1,915.7MHz、2,010MHz
〜2,025MHz、2,110MHz〜2,170MHz、3,400MHz〜
4,100MHz、4,500MHz〜4,900MHz を除く） 

1MHz 

1,475.9MHz〜1,510.9MHz 1MHz 
1,805MHz〜1,880MHz 1MHz 
1,884.5MHz〜1,915.7MHz 300kHz 
2,010MHz〜2,025MHz 1MHz 
2,110MHz〜2,170MHz 1MHz 
3,400MHz〜4,100MHz 1MHz 
4,500MHz〜4,900MHz 1MHz 
12.75GHz〜送信周波数帯域の上限周波数の５倍 1MHz 

注２ 掃引時間は、１データ点当たり１バースト周期以上となる時間とする。 
（３） 不要発射振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 

中⼼周波数  探索した不要発射の周波数 
掃引周波数幅  0Hz 
分解能帯域幅  （注１） 
ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 
掃引時間  測定精度が保証される時間 
Ｙ 軸スケール  10dB/Div.  
⼊⼒レベル  最⼤のダイナミックレンジとなる値 
掃引モード  単掃引 
検波モード  RMS 

（４） 不要発射探索時のスペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 
掃引周波数幅  470MHz〜710MHz 
分解能帯域幅  1MHz  
ビデオ帯域幅  分解能帯域幅と同程度 
掃引時間  測定精度が保証される時間（注３） 
Ｙ軸スケール  10dB/Div.  
⼊⼒レベル  最⼤のダイナミックレンジとなる値 
データ点数  400 点以上（例：1001 点） 
掃引モード  単掃引 
検波モード  RMS 
注３ 掃引時間は、（データ点数×バースト周期×任意の⾃然数）とする。 

 ３ 受験機器の状態 
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（１） 外部試験装置から試験信号を加える。 
（２） 試験周波数及び最⼤出⼒に設定し、継続的バースト送信状態とする。 
（３） キー操作、制御器⼜は外部試験装置を⽤いてスプリアス領域における不要発射の強度が最⼤とな

る状態に設定する。 
 ４ 測定操作⼿順 

（１） スペクトラムアナライザの設定を２（２）とし、掃引周波数幅内の不要発射を探索する。送信帯
域を探索する場合は、注４に規定する周波数範囲とする。 
注４ チャネル間隔により、次の周波数範囲とする。 
 チャネル間隔 5MHz 搬送波周波数±12.5MHz 以上 
 チャネル間隔 10MHz 搬送波周波数±20MHz 以上 
 チャネル間隔 15MHz 搬送波周波数±27.5MHz 以上 
 チャネル間隔 20MHz 搬送波周波数±35MHz 以上 
 チャネル間隔 40MHz 搬送波周波数±65MHz 以上 
 チャネル間隔 50MHz 搬送波周波数±80MHz 以上 
 チャネル間隔 60MHz 搬送波周波数±95MHz 以上 
 チャネル間隔 80MHz 搬送波周波数±125MHz 以上 
 チャネル間隔 90MHz 搬送波周波数±140MHz 以上 
 チャネル間隔 100MHz 搬送波周波数±155MHz 以上 

（２） 探索した不要発射の振幅値の最⼤値が許容値以下の場合は、この最⼤値を測定値とする。 
（３） 探索した不要発射の振幅値が許容値を超える場合は、スペクトラムアナライザの中⼼周波数の設

定精度を⾼めるため、掃引周波数幅を 100MHz、10MHz、1MHz というように分解能帯域幅の
10 倍程度まで順次狭くして不要発射の周波数を求める。 

（４） スペクトラムアナライザの設定を２（３）とし、不要発射の振幅値の平均値（バースト内平均電
⼒）を求めて測定値とする。 

（５） 参照帯域幅６MHz で規定される周波数範囲（470MHz〜710MHz）の測定操作⼿順は、次のと
おりとする。 

（６） スペクトラムアナライザの設定を２（２）とし、掃引周波数幅内の不要発射を探索する。 
（７） 探索した不要発射の振幅値の最⼤値に分解能帯域幅換算値（＝10log（参照帯域幅／分解能帯域

幅））を加算した値が許容値以下の場合は、この最⼤値に分解能帯域幅換算値を加算した値を測
定値とする。 

（８） 探索した不要発射の振幅値に分解能帯域幅換算値を加算した値が許容値を超える場合は、スペク
トラムアナライザの設定を２（４）とし、掃引周波数幅内の全データについて参照帯域幅当たり
の電⼒総和（バースト波の場合はバースト時間率の逆数を乗じた値）を計算し、その中の最⼤値
を測定値とする。 

 ５ 結果の表⽰ 
（１） 不要発射の強度の測定値を測定帯域ごとに周波数とともに、技術基準で規定する単位で表⽰す

る。 
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（２） 多数点を表⽰する場合は、許容値の帯域ごとにレベルの降順に並べて表⽰する。 
 ６ 補⾜説明 

（１） 搬送波抑圧フィルタを使⽤する場合は、測定値を補正する必要がある。 
（２） ２（２）で規定する掃引周波数幅は、（分解能帯域幅／２）の帯域幅分内側に設定してもよい。 
（３） その他は、「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（帯域外領域）（１）」を参照すること。 
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 スプリアス発射⼜は不要発射の強度（スプリアス領域）（２） 
適⽤範囲： キャリアアグリゲーションを⽤いて連続する複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適⽤す
る。 
 １ 測定系統図 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（スプリアス領域）（１）」を参照すること。 
 ２ 測定器の条件等 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（スプリアス領域）（１）」を参照すること。 
 ３ 受験機器の状態 

（１） キャリアアグリゲーションを構成し、連続する複数の搬送波を同時に送信する。 
（２） その他は、「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（スプリアス領域）（１）」を参照すること。 

 ４ 測定操作⼿順 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（スプリアス領域）（１）」を参照すること。ただし、４（２）の
⼿順において、注３の代わりに本試験項⽬の注１を適⽤する。 
  注１ チャネル間隔により、次の周波数範囲とする。 
 チャネル間隔の総和 110MHz 
  送信周波数帯域の中⼼周波数±170MHz 以上 
 チャネル間隔の総和 120MHz 
  送信周波数帯域の中⼼周波数±185MHz 以上 
 チャネル間隔の総和 130MHz 
  送信周波数帯域の中⼼周波数±200MHz 以上 
 チャネル間隔の総和 140MHz 
  送信周波数帯域の中⼼周波数±215MHz 以上 
 チャネル間隔の総和 150MHz 
  送信周波数帯域の中⼼周波数±230MHz 以上 
 チャネル間隔の総和 160MHz 
  送信周波数帯域の中⼼周波数±245MHz 以上 
 チャネル間隔の総和 180MHz 
  送信周波数帯域の中⼼周波数±275MHz 以上 
 チャネル間隔の総和 200MHz 
  送信周波数帯域の中⼼周波数±305MHz 以上 
 ５ 結果の表⽰ 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（スプリアス領域）（１）」を参照すること。 
 ６ 補⾜説明 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（スプリアス領域）（１）」を参照すること。 
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 スプリアス発射⼜は不要発射の強度（スプリアス領域）（３） 
適⽤範囲：キャリアアグリゲーションを⽤いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適⽤す
る。 
 １ 測定系統図 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（スプリアス領域）（１）」を参照すること。 
 ２ 測定器の条件等 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（スプリアス領域）（１）」を参照すること。 
 ３ 受験機器の状態 

（１） キャリアアグリゲーションを構成し、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。 
（２） その他は、「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（スプリアス領域）（１）」を参照すること。 

 ４ 測定操作⼿順 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（スプリアス領域）（１）」を参照すること。 
 ５ 結果の表⽰ 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（スプリアス領域）（１）」を参照すること。 
 ６ 補⾜説明 

（１） 各搬送波に応じた試験を⾏う。ただし、複数の搬送波のうち、⼀の搬送波のチャネル間隔に応じ
た周波数帯と他の搬送波のチャネル間隔に応じた周波数帯が重複する場合にあっては、当該⼀の
搬送波のチャネル間隔に応じた許容値⼜は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じた許容値のうち
いずれか⾼い⽅を適⽤する。 

（２） その他は「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（スプリアス領域）（１）」を参照すること。 
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 スプリアス発射⼜は不要発射の強度（送信相互変調特性）（１） 
適⽤範囲：⼀の搬送波を送信する送信装置に適⽤する。 
 １ 測定系統図 

 
 
 ２ 測定器の条件等 
  スペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 

中⼼周波数  測定操作⼿順に⽰す周波数（注１） 
掃引周波数幅  測定操作⼿順に⽰す周波数幅（注１） 
分解能帯域幅  3kHz〜300kHz 
ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 
掃引時間  測定精度が保証される時間（注２） 
Ｙ軸スケール  10dB/Div. 
⼊⼒レベル  最⼤のダイナミックレンジとなる値 
（例：ミキサ⼊⼒における搬送波のレベルが−10〜−15dBm 程度） 
データ点数  400 点以上（例：1001 点） 
掃引モード  連続掃引（波形が変動しなくなるまで） 
検波モード  ポジティブピーク 
表⽰モード  マックスホールド 

 注１ チャネル間隔と離調周波数により、次のとおりとする。ただし、fC は、搬送波周波数とす
る。 
 チャネル間隔 10MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
  fC＋10MHz 9.375MHz fC−10MHz 
  fC−20MHz 9.375MHz fC−10MHz 
  fC＋20MHz 9.375MHz fC−20MHz 
  fC−40MHz 9.375MHz fC−20MHz 
  fC−10MHz 9.375MHz fC＋10MHz 
  fC＋20MHz 9.375MHz fC＋10MHz 
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  fC−20MHz 9.375MHz fC＋20MHz 
  fC＋40MHz 9.375MHz fC＋20MHz 
 チャネル間隔 15MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
  fC＋15MHz 14.235MHz fC−15MHz 
  fC−30MHz 14.235MHz fC−15MHz 
  fC＋30MHz 14.235MHz fC−30MHz 
  fC−60MHz 14.235MHz fC−30MHz 
  fC−15MHz 14.235MHz fC＋15MHz 
  fC＋30MHz 14.235MHz fC＋15MHz 
  fC−30MHz 14.235MHz fC＋30MHz 
  fC＋60MHz 14.235MHz fC＋30MHz 
 チャネル間隔 20MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
  fC＋20MHz 19.095MHz fC−20MHz 
  fC−40MHz 19.095MHz fC−20MHz 
  fC＋40MHz 19.095MHz fC−40MHz 
  fC−80MHz 19.095MHz fC−40MHz 
  fC−20MHz 19.095MHz fC＋20MHz 
  fC＋40MHz 19.095MHz fC＋20MHz 
  fC−40MHz 19.095MHz fC＋40MHz 
  fC＋80MHz 19.095MHz fC＋40MHz 
 チャネル間隔 40MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
  fC＋40MHz 38.895MHz fC−40MHz 
  fC−80MHz 38.895MHz fC−40MHz 
  fC＋80MHz 38.895MHz fC−80MHz 
  fC−160MHz 38.895MHz fC−80MHz 
  fC−40MHz 38.895MHz fC＋40MHz 
  fC＋80MHz 38.895MHz fC＋40MHz 
  fC−80MHz 38.895MHz fC＋80MHz 
  fC＋160MHz 38.895MHz fC＋80MHz 
 チャネル間隔 50MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
  fC＋50MHz 48.615MHz fC−50MHz 
  fC−100MHz 48.615MHz fC−50MHz 
  fC＋100MHz 48.615MHz fC−100MHz 
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  fC−200MHz 48.615MHz fC−100MHz 
  fC−50MHz 48.615MHz fC＋50MHz 
  fC＋100MHz 48.615MHz fC＋50MHz 
  fC−100MHz 48.615MHz fC＋100MHz 
  fC＋200MHz 48.615MHz fC＋100MHz 
 チャネル間隔 60MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
  fC＋60MHz 58.35MHz fC−60MHz 
  fC−120MHz 58.35MHz fC−60MHz 
  fC＋120MHz 58.35MHz fC−120MHz 
  fC−240MHz 58.35MHz fC−120MHz 
  fC−60MHz 58.35MHz fC＋60MHz 
  fC＋120MHz 58.35MHz fC＋60MHz 
  fC−120MHz 58.35MHz fC＋120MHz 
  fC＋240MHz 58.35MHz fC＋120MHz 
 チャネル間隔 80MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
  fC＋80MHz 78.15MHz fC−80MHz 
  fC−160MHz 78.15MHz fC−80MHz 
  fC＋160MHz 78.15MHz fC−160MHz 
  fC−320MHz 78.15MHz fC−160MHz 
  fC−80MHz 78.15MHz fC＋80MHz 
  fC＋160MHz 78.15MHz fC＋80MHz 
  fC−160MHz 78.15MHz fC＋160MHz 
  fC＋320MHz 78.15MHz fC＋160MHz 
 チャネル間隔 90MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
  fC＋90MHz 88.23MHz fC−90MHz 
  fC−180MHz 88.23MHz fC−90MHz 
  fC＋180MHz 88.23MHz fC−180MHz 
  fC−360MHz 88.23MHz fC−180MHz 
  fC−90MHz 88.23MHz fC＋90MHz 
  fC＋180MHz 88.23MHz fC＋90MHz 
  fC−180MHz 88.23MHz fC＋180MHz 
  fC＋360MHz 88.23MHz fC＋180MHz 
 チャネル間隔 100MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
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  fC＋100MHz 98.31MHz fC−100MHz 
  fC−200MHz 98.31MHz fC−100MHz 
  fC＋200MHz 98.31MHz fC−200MHz 
  fC−400MHz 98.31MHz fC−200MHz 
  fC−100MHz 98.31MHz fC＋100MHz 
  fC＋200MHz 98.31MHz fC＋100MHz 
  fC−200MHz 98.31MHz fC＋200MHz 
  fC＋400MHz 98.31MHz fC＋200MHz 
 注２ 掃引時間は、１データ点当たり１バースト周期以上となる時間とする。 
 ３ 受験機器の状態 

（１） 外部試験装置から、試験信号を加える。 
（２） 試験周波数及び最⼤出⼒に設定し、継続的バースト送信状態とする。 
（３） キー操作、制御器⼜は外部試験装置を⽤いて送信相互変調積が最⼤となる状態に設定する。 

 ４ 測定操作⼿順 
（１） スペクトラムアナライザの設定を２（１）とする。 
（２） スペクトラムアナライザの中⼼周波数を搬送波周波数、掃引周波数幅を技術基準で規定する占有

周波数帯幅（例：⼀の搬送波を送信する送信装置の場合において、チャネル間隔が 10MHz のと
きは、占有周波数帯幅は 10MHz とする。）に設定して掃引する。 

（３） 掃引周波数幅内の電⼒総和を求め、搬送波電⼒（PC）とする。 
（４） 信号発⽣器から送信波より 40dB 低いレベルの無変調信号を発⽣する。 
（５） 信号発⽣器の周波数を搬送波周波数の規定の周波数（注１）に設定する。 
（６） スペクトラムアナライザの中⼼周波数及び掃引周波数幅を規定値（注１）に設定して掃引する。 
（７） 掃引周波数幅内の電⼒総和を求め、送信相互変調波の電⼒（PIM）とする。 
（８） 送信相互変調積⽐（＝10log（PIM／PC））を計算する。 

 ５ 結果の表⽰ 
  送信相互変調積⽐の測定値を離調周波数ごとに、技術基準で規定する単位で表⽰する。 
 ６ 補⾜説明 

（１） 信号発⽣器を⽤いて妨害波を加える場合は、信号発⽣器の相互変調歪の除去及び信号レベルの確
保のため、必要に応じてアイソレータ、増幅器等を使⽤する。 

（２） ３（３）で規定する送信相互変調積が最⼤となる状態とは、変調⽅式（QPSK、16QAM 等）、サ
ブキャリア間隔、サブキャリア数等の組合せで決定される送信条件の中で送信相互変調積が最⼤
となる状態で、かつ、その送信条件において最⼤出⼒の状態をいう。 

（３） ３（３）で規定する送信相互変調積が最⼤となる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の
送信条件で測定を⾏う。 
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 スプリアス発射⼜は不要発射の強度（送信相互変調特性）（２） 
適⽤範囲：キャリアアグリゲーションを⽤いて連続する複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適⽤す
る。 
 １ 測定系統図 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（送信相互変調特性）（１）」を参照すること。 
 ２ 測定器の条件等 
  スペクトラムアナライザの設定は、次のようにする。 
 中⼼周波数  測定操作⼿順に⽰す周波数（注１） 
 掃引周波数幅  測定操作⼿順に⽰す周波数幅（注１） 
 分解能帯域幅  3kHz〜300kHz 
 ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 
 掃引時間  測定精度が保証される時間（注２） 
 Ｙ軸スケール  10dB/Div. 
 ⼊⼒レベル  最⼤のダイナミックレンジとなる値 
 （例：ミキサ⼊⼒における搬送波のレベルが−１０〜−１５ｄＢｍ程度） 
 データ点数  400 点以上（例：1001 点） 
 掃引モード  連続掃引（波形が変動しなくなるまで） 
 検波モード  ポジティブピーク 
 表⽰モード  マックスホールド 
 注１ チャネル間隔と離調周波数により、次のとおりとする。ただし、fC は、送信周波数帯域の中
⼼周波数とする。 
 チャネル間隔の総和 110MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
  fC＋110MHz 109.375MHz fC−110MHz 
  fC−220MHz 109.375MHz fC−110MHz 
  fC＋220MHz 109.375MHz fC−220MHz 
  fC−440MHz 109.375MHz fC−220MHz 
  fC−110MHz 109.375MHz fC＋110MHz 
  fC＋220MHz 109.375MHz fC＋110MHz 
  fC−220MHz 109.375MHz fC＋220MHz 
  fC＋440MHz 109.375MHz fC＋220MHz 
 チャネル間隔の総和 120MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
  fC＋120MHz 119.095MHz fC−120MHz 
  fC−240MHz 119.095MHz fC−120MHz 
  fC＋240MHz 119.095MHz fC−240MHz 
  fC−480MHz 119.095MHz fC−240MHz 
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  fC−120MHz 119.095MHz fC＋120MHz 
  fC＋240MHz 119.095MHz fC＋120MHz 
  fC−240MHz 119.095MHz fC＋240MHz 
  fC＋480MHz 119.095MHz fC＋240MHz 
 チャネル間隔の総和 130MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
  fC＋130MHz 128.815MHz fC−130MHz 
  fC−260MHz 128.815MHz fC−130MHz 
  fC＋260MHz 128.815MHz fC−260MHz 
  fC−520MHz 128.815MHz fC−260MHz 
  fC−130MHz 128.815MHz fC＋130MHz 
  fC＋260MHz 128.815MHz fC＋130MHz 
  fC−260MHz 128.815MHz fC＋260MHz 
  fC＋520MHz 128.815MHz fC＋260MHz 
 チャネル間隔の総和 140MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
  fC＋140MHz 138.895MHz fC−140MHz 
  fC−280MHz 138.895MHz fC−140MHz 
  fC＋280MHz 138.895MHz fC−280MHz 
  fC−560MHz 138.895MHz fC−280MHz 
  fC−140MHz 138.895MHz fC＋140MHz 
  fC＋280MHz 138.895MHz fC＋140MHz 
  fC−280MHz 138.895MHz fC＋280MHz 
  fC＋560MHz 138.895MHz fC＋280MHz 
 チャネル間隔の総和 150MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
  fC＋150MHz 148.615MHz fC−150MHz 
  fC−300MHz 148.615MHz fC−150MHz 
  fC＋300MHz 148.615MHz fC−300MHz 
  fC−600MHz 148.615MHz fC−300MHz 
  fC−150MHz 148.615MHz fC＋150MHz 
  fC＋300MHz 148.615MHz fC＋150MHz 
  fC−300MHz 148.615MHz fC＋300MHz 
  fC＋600MHz 148.615MHz fC＋300MHz 
 チャネル間隔の総和 160MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
  fC＋160MHz 158.35MHz fC−160MHz 
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  fC−320MHz 158.35MHz fC−160MHz 
  fC＋320MHz 158.35MHz fC−320MHz 
  fC−640MHz 158.35MHz fC−320MHz 
  fC−160MHz 158.35MHz fC＋160MHz 
  fC＋320MHz 158.35MHz fC＋160MHz 
  fC−320MHz 158.35MHz fC＋320MHz 
  fC＋640MHz 158.35MHz fC＋320MHz 
 チャネル間隔の総和 180MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
  fC＋180MHz 178.15MHz fC−180MHz 
  fC−360MHz 178.15MHz fC−180MHz 
  fC＋360MHz 178.15MHz fC−360MHz 
  fC−720MHz 178.15MHz fC−360MHz 
  fC−180MHz 178.15MHz fC＋180MHz 
  fC＋360MHz 178.15MHz fC＋180MHz 
  fC−360MHz 178.15MHz fC＋360MHz 
  fC＋720MHz 178.15MHz fC＋360MHz 
 チャネル間隔の総和 200MHz 
  中⼼周波数 掃引周波数幅 信号発⽣器の周波数 
  fC＋200MHz 198.31MHz fC−200MHz 
  fC−400MHz 198.31MHz fC−200MHz 
  fC＋400MHz 198.31MHz fC−400MHz 
  fC−800MHz 198.31MHz fC−400MHz 
  fC−200MHz 198.31MHz fC＋200MHz 
  fC＋400MHz 198.31MHz fC＋200MHz 
  fC−400MHz 198.31MHz fC＋400MHz 
  fC＋800MHz 198.31MHz fC＋400MHz 
 注２ 掃引時間は、１データ点当たり１バースト周期以上となる時間とする。 
 ３ 受験機器の状態 

（１） キャリアアグリゲーションを構成し、連続する複数の搬送波を同時に送信する。 
（２） その他は、「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（送信相互変調特性）（１）」を参照すること。 

 ４ 測定操作⼿順 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（送信相互変調特性）（１）」を参照すること。ただし、スペクト
ラムアナライザの設定は本試験項⽬の２（１）を適⽤する。また、「搬送波周波数」は、「送信周波数帯域の
中⼼周波数」と読み替える。 
 ５ 結果の表⽰ 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（送信相互変調特性）（１）」を参照すること。 



 
SC-FDMA ⼜は OFDMA 陸上移動局 

36 
この試験⽅法は、⼀般財団法⼈テレコムエンジニアリングセンター様が設置する「無線設備の試験⽅法に関する調査検討委員会」
にて策定されたものを参考に⼀般社団法⼈タコヤキが公開するものです。 

 ６ 補⾜説明 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（送信相互変調特性）（１）」を参照すること。 
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 スプリアス発射⼜は不要発射の強度（送信相互変調特性）（３） 
適⽤範囲：キャリアアグリゲーションを⽤いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適⽤す
る。 
 １ 測定系統図 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（送信相互変調特性）（１）」を参照すること。 
 ２ 測定器の条件等 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（送信相互変調特性）（１）」を参照すること。 
 ３ 受験機器の状態 

（１） キャリアアグリゲーションを構成し、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。 
（２） その他は、「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（送信相互変調特性）（１）」を参照すること。 

 ４ 測定操作⼿順 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（送信相互変調特性）（１）」を参照すること。 
 ５ 結果の表⽰ 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（送信相互変調特性）（１）」を参照すること。 
 ６ 補⾜説明 
  「スプリアス発射⼜は不要発射の強度（送信相互変調特性）（１）」を参照すること。 
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 空中線電⼒の偏差（１） 
適⽤範囲：⼀の搬送波を送信する送信装置に適⽤する。 
 １ 測定系統図 

 
 
 ２ 測定器の条件等 

（１） 電⼒計の型式は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型⼜はこれらと同等の性能があるものと
する。 

（２） 減衰器の減衰量は、電⼒計に最適動作⼊⼒レベルを与えるものとする。 
（例：⼀般の熱電対型の場合の最適動作⼊⼒レベルは、0.1〜10mW） 

 ３ 受験機器の状態 
（１） 外部試験装置から試験信号を加える。 
（２） 試験周波数及び最⼤出⼒に設定し、継続的バースト送信状態とする。 
（３） 複数の空中線端⼦がある場合は、キー操作、制御器⼜は外部試験装置により空中線端⼦ごとに最

⼤出⼒となるように設定する。 
 ４ 測定操作⼿順 

（１） 継続的なバースト波の電⼒を⼗分⻑い時間にわたり、電⼒計で測定する。 
（２） 上記（１）の測定値にバースト時間率の逆数を乗じた値を測定値（バースト内平均電⼒）とす

る。 
（３） 複数の空中線端⼦がある場合は、各空中線端⼦において測定を⾏う。 

 ５ 結果の表⽰ 
  空中線電⼒の測定値をＷ単位で、定格（⼯事設計書に記載される）の空中線電⼒に対する偏差を％単位
で（＋）または（−）の符号をつけて表⽰する。 
 ６ 補⾜説明 

（１） ２（１）において、スペクトラムアナライザの検波モードを RMS に設定して測定する場合は、
電⼒計に代えてスペクトラムアナライザを⽤いてもよい。ただし、電⼒計を⽤いた測定結果と同
等となることを事前に確認する。（注１） 
注１ スペクトラムアナライザの中⼼周波数を搬送波周波数、掃引周波数幅を技術基準で規定す
る占有周波数帯幅、掃引時間を（データ点数×１フレーム時間（10ms））、表⽰モードを RMS 平
均、掃引回数を 10 回以上に設定して掃引周波数幅内の電⼒総和を求める。求めた電⼒総和にバ
ースト時間率の逆数を乗じた値を測定値とする。 
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（２） ３（２）で規定する最⼤出⼒となる状態とは、変調⽅式（QPSK、16QAM 等）、サブキャリア間
隔、サブキャリア数等の組合せで決定される中で、最⼤送信電⼒となる状態をいう。 

（３） ３（２）で規定する最⼤出⼒となる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の送信条件で測
定を⾏う。  
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 空中線電⼒の偏差（２） 
適⽤範囲：キャリアアグリゲーションを⽤いて連続する複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適⽤す
る。 
 １ 測定系統図 
  「空中線電⼒の偏差（１）」を参照すること。 
 ２ 測定器の条件等 
  「空中線電⼒の偏差（１）」を参照すること。 
 ３ 受験機器の状態 

（１） キャリアアグリゲーションを構成し、連続する複数の搬送波を同時に送信する。 
（２） その他は、「空中線電⼒の偏差（１）」を参照すること。 

 ４ 測定操作⼿順 
  （１）「空中線電⼒の偏差（１）」を参照すること。 
  （２）連続する複数の搬送波の空中線電⼒の総和を求める。 
 ５ 結果の表⽰ 
  （１）「空中線電⼒の偏差（１）」を参照すること。 
  （２）空中線電⼒の総和を求めたときは、測定値の総和のほか、各空中線端⼦の測定値を表⽰する。 
 ６ 補⾜説明 
  「空中線電⼒の偏差（１）」を参照すること。 
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 空中線電⼒の偏差（３） 
適⽤範囲：キャリアアグリゲーションを⽤いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適⽤す
る。 
 １ 測定系統図 
  「空中線電⼒の偏差（１）」を参照すること。 
 ２ 測定器の条件等 
  「空中線電⼒の偏差（１）」を参照すること。 
 ３ 受験機器の状態 
  （１）キャリアアグリゲーションを構成し、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。 
  （２）その他は、「空中線電⼒の偏差（１）」を参照すること。 
 ４ 測定操作⼿順 
  （１）「空中線電⼒の偏差（１）」を参照すること。 
  （２）複数の搬送波の空中線電⼒の総和を求める。 
 ５ 結果の表⽰ 
  （１）「空中線電⼒の偏差（１）」を参照すること。 
  （２）空中線電⼒の総和を求めたときは、測定値の総和のほか、各空中線端⼦の測定値を表⽰する。 
 ６ 補⾜説明 
  「空中線電⼒の偏差（１）」を参照すること。 
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 隣接チャネル漏洩電⼒（１） 
適⽤範囲：⼀の搬送波を送信する送信装置に適⽤する。 
 １ 測定系統図 

 
 ２ 測定器の条件等 
  （１）スペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 
 中⼼周波数  測定操作⼿順に⽰す周波数（注１） 
 掃引周波数幅  測定操作⼿順に⽰す周波数幅（注１） 
 分解能帯域幅  3kHz〜300kHz 
 ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 
 掃引時間  測定精度が保証される時間（注２） 
 Ｙ軸スケール  10dB/Div.  
 ⼊⼒レベル  最⼤のダイナミックレンジとなる値 
 （例：ミキサ⼊⼒における搬送波のレベルが−10〜−15dBm 程度） 
 データ点数  400 点以上（例：1001 点） 
 掃引モード  連続掃引（波形が変動しなくなるまで） 
 検波モード  ポジティブピーク 
 表⽰モード  マックスホールド 
 注１ チャネル間隔により、次のとおりとする。ただし、fC は、搬送波周波数とする。 
 チャネル間隔 中⼼周波数 掃引周波数幅 
 5MHz  fC±5MHz 5MHz 
   fC±5MHz 4.515MHz 
   fC±10MHz 5MHz 
 10MHz  fC±７.5MHz 5MHz 
   fC±10MHz 9.375MHz 
   fC±12.5MHz 5MHz 
 15MHz  fC±10MHz 5MHz 
   fC±15MHz 5MHz 
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   fC±15MHz 14.235MHz 
 20MHz  fC±12.5MHz 5MHz 
   fC±17.5MHz 5MHz 
   fC±20MHz 19.095MHz 
 40MHz  fC±40MHz 38.895MHz 
 50MHz  fC±50MHz 48.615MHz 
 60MHz  fC±60MHz 58.35MHz 
 80MHz  fC±80MHz 78.15MHz 
 90MHz  fC±90MHz 88.23MHz 
 100MHz  fC±100MHz 98.31MHz 
 注２ 掃引時間は、１データ点当たり１バースト周期以上となる時間とする。 
  （２）電⼒測定時のスペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 
 中⼼周波数  測定操作⼿順に⽰す周波数（注１） 
 掃引周波数幅  測定操作⼿順に⽰す周波数幅（注１） 
 分解能帯域幅  3kHz〜300kHz 
 ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 
 掃引時間  測定精度が保証される時間（注３） 
 Ｙ軸スケール  10dB/Div. 
 ⼊⼒レベル  最⼤のダイナミックレンジとなる値 
 掃引モード  単掃引 
 検波モード  RMS 
 注３ 掃引時間は、（データ点数×バースト周期×任意の⾃然数）とする。 
 ３ 受験機器の状態 

（１） 外部試験装置から試験信号を加える。 
（２） 試験周波数及び最⼤出⼒に設定し、継続的バースト送信状態とする。 
（３） キー操作、制御器⼜は外部試験装置を⽤いて隣接チャネル漏洩電⼒が最⼤となる状態に設定す

る。 
 ４ 測定操作⼿順 
 Ⅰ 隣接チャネル漏洩電⼒の相対値の測定 

（１） スペクトラムアナライザの設定を２（１）とする。 
（２） スペクトラムアナライザの中⼼周波数を搬送波周波数、掃引周波数幅を技術基準で規定する占有

周波数帯幅（例：⼀の搬送波を送信する送信装置の場合において、チャネル間隔が 10MHz のと
きは、占有周波数帯幅は 10MHz とする。）に設定して掃引する。 

（３） 掃引周波数幅内の電⼒総和を求め、搬送波電⼒（PC）とする。 
（４） スペクトラムアナライザの中⼼周波数を搬送波周波数の上側の規定の離調周波数（注１）に設定

して掃引する。 
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（５） 掃引周波数幅内の電⼒総和を求め、上側隣接チャネル漏洩電⼒（PU）とする。ただし、参照帯域
幅が 3.84MHz で規定される測定の場合は、RRC フィルタ（ロールオフ率 0.22）の特性を⽤いて
掃引周波数幅内の各データを補正し、参照帯域幅内の電⼒総和を求める。 

（６） スペクトラムアナライザの中⼼周波数を搬送波周波数の下側の規定の離調周波数（注１）に設定
し、上側隣接チャネル漏洩電⼒と同様に下側隣接チャネル漏洩電⼒（PL）測定する。 

（７） 上側隣接チャネル漏洩電⼒⽐（＝10log（PU／PC））及び下側隣接チャネル漏洩電⼒⽐（＝10log
（PL／PC））を計算する。 

 Ⅱ 隣接チャネル漏洩電⼒の絶対値の測定 
（１） スペクトラムアナライザの設定を２（１）とする。 
（２） スペクトラムアナライザの中⼼周波数を搬送波周波数の上側の規定の離調周波数（注１）に設定

し、掃引周波数幅内の上側隣接チャネル漏洩電⼒を探索する。 
（３） 探索した漏洩電⼒の最⼤値に分解能帯域幅換算値を加算した値が許容値以下の場合は、この最⼤

値に分解能帯域幅換算値を加算した値を測定値とする。 
（４） 上記（３）において許容値を超える場合は、スペクトラムアナライザの設定を２（２）とし、中

⼼周波数を搬送波周波数の上側の規定の離調周波数（注１）に設定して掃引する。 
（５） 掃引周波数幅内の電⼒総和を求め、上側隣接チャネル漏洩電⼒（PS）とする。ただし、参照帯域

幅が 3.84MHz で規定される測定の場合は、RRC フィルタ（ロールオフ率 0.22）の特性を⽤いて
掃引周波数幅内の各データを補正し、参照帯域幅内の電⼒総和を求める。 

（６） 上記（５）で求めた電⼒総和にバースト時間率の逆数を乗じた値を測定値とする。 
（７） スペクトラムアナライザの中⼼周波数を搬送波周波数の下側の規定の離調周波数（注１）に設定

し、上側隣接チャネル漏洩電⼒と同様に下側隣接チャネル漏洩電⼒を求める。 
 ５ 結果の表⽰ 
  上側隣接チャネル漏洩電⼒⽐及び下側隣接チャネル漏洩電⼒⽐の測定値、⼜は上側隣接チャネル漏洩電
⼒及び下側隣接チャネル漏洩電⼒の測定値を技術基準で規定する単位で離調周波数ごとに表⽰する。 
 ６ 補⾜説明 
  （１）３（３）で規定する隣接チャネル漏洩電⼒が最⼤となる状態とは、変調⽅式（QPSK、16QAM
等）、サブキャリア間隔、サブキャリア数等の組合せで決定される送信条件の中で、変調過程⼜は送信部の⾮
線形性による不要発射が最⼤となる状態で、かつ、その送信条件において最⼤出⼒の状態をいう。 
  （２）３（３）で規定する隣接チャネル漏洩電⼒が最⼤となる状態の特定が困難な場合は、最⼤になる
と推定される複数の送信条件で測定を⾏う。 
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 隣接チャネル漏洩電⼒（２） 
適⽤範囲：キャリアアグリゲーションを⽤いて連続する複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適⽤す
る。 
 １ 測定系統図 
  「隣接チャネル漏洩電⼒（１）」を参照すること。 
 ２ 測定器の条件等 
  （１）スペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 
 中⼼周波数  測定操作⼿順に⽰す周波数（注１） 
 掃引周波数幅  測定操作⼿順に⽰す周波数幅（注１） 
 分解能帯域幅  3kHz〜300kHz 
 ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 
 掃引時間  測定精度が保証される時間（注２） 
 Ｙ軸スケール  10dB/Div. 
 ⼊⼒レベル  最⼤のダイナミックレンジとなる値 
 （例：ミキサ⼊⼒における搬送波のレベルが−10〜−15dBm 程度） 
 データ点数  400 点以上（例：1001 点） 
 掃引モード  連続掃引（波形が変動しなくなるまで） 
 検波モード  ポジティブピーク 
 表⽰モード  マックスホールド 
 注１チャネル間隔の総和により、次のとおりとする。 
 ただし、fC は、送信周波数帯域の中⼼周波数とする。 
  チャネル間隔の総和 中⼼周波数 掃引周波数幅 
  110MHz   fC±110MHz 109.375MHz 
  120MHz   fC±120MHz 119.095MHz 
  130MHz   fC±130MHz 128.815MHz 
  140MHz   fC±140MHz 138.895MHz 
  150MHz   fC±150MHz 148.615MHz 
  160MHz   fC±160MHz 158.35MHz 
  180MHz   fC±180MHz 178.15MHz 
  200MHz   fC±200MHz 198.31MHz 
 注２ 掃引時間は、１データ点当たり１バースト周期以上となる時間とする。 
  （２）電⼒測定時のスペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 
 中⼼周波数  測定操作⼿順に⽰す周波数（注１） 
 掃引周波数幅  測定操作⼿順に⽰す周波数幅（注１） 
 分解能帯域幅  3kHz〜300kHz 
 ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 
 掃引時間  測定精度が保証される時間（注３） 
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 Ｙ軸スケール  10dB/Div. 
 ⼊⼒レベル  最⼤のダイナミックレンジとなる値 
 掃引モード  単掃引 
 検波モード  RMS 
 注３ 掃引時間は、（データ点数×バースト周期×任意の⾃然数）とする。 
 ３ 受験機器の状態 
  （１）キャリアアグリゲーションを構成し、連続する複数の搬送波を同時に送信する。 
  （２）その他は、「隣接チャネル漏洩電⼒（１）」を参照すること。 
 ４ 測定操作⼿順 
  「隣接チャネル漏洩電⼒（１）」を参照すること。ただし、スペクトラムアナライザの設定は、本試験項
⽬の２（１）及び２（２）を適⽤する。また、「搬送波周波数」は、「送信周波数帯域の中⼼周波数」と読み
替える。 
 ５ 結果の表⽰ 
  「隣接チャネル漏洩電⼒（１）」を参照すること。 
 ６ 補⾜説明 
  「隣接チャネル漏洩電⼒（１）」を参照すること。 
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 隣接チャネル漏洩電⼒（３） 
適⽤範囲：キャリアアグリゲーションを⽤いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適⽤す
る。 
 １ 測定系統図 
  「隣接チャネル漏洩電⼒（１）」を参照すること。 
 ２ 測定器の条件等 
  「隣接チャネル漏洩電⼒（１）」を参照すること。 
 ３ 受験機器の状態 
  （１）キャリアアグリゲーションを構成し、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。 
  （２）その他は、「隣接チャネル漏洩電⼒（１）」を参照すること。 
 ４ 測定操作⼿順 
  「隣接チャネル漏洩電⼒（１）」を参照すること。 
 ５ 結果の表⽰ 
  「隣接チャネル漏洩電⼒（１）」を参照すること。 
 ６ 補⾜説明 
  （１）同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、当該同時に送信する複数の搬送波の
間の周波数範囲が各搬送波の占有周波数帯幅以上の場合に限り、測定を⾏う。 
  （２）その他は、「隣接チャネル漏洩電⼒（１）」を参照すること。 
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 搬送波を送信していないときの電⼒（１） 
適⽤範囲：⼀の搬送波を送信する送信装置に適⽤する。 
 １ 測定系統図 

 
 2 測定器の条件等 
  （1）漏洩電⼒探索時のスペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 
 掃引周波数幅  陸上移動局送信帯域（注 1） 
 分解能帯域幅  1MHz 
 ビデオ帯域幅  分解能帯域幅と同程度 
 掃引時間  測定精度が保証される時間 
 Ｙ軸スケール  10dB/Div. 
 データ点数  400 点以上（例：1001 点） 
 掃引モード  単掃引 
 検波モード  ポジティブピーク 
 注 1 陸上移動局送信帯域は、次のとおりとする。 
  （700MHz 帯）718MHz〜748MHz 
  （800MHz 帯）815MHz〜845MHz 
  （900MHz 帯）900MHz〜915MHz 
  （1.5GHz 帯）1,427.9MHz〜1,462.9MHz 
  （1.7GHz 帯）1,710MHz〜1,785MHz 
  （2GHz 帯）1,920MHz〜1,980MHz 
  （3.5GHz 帯）3.4GHz〜3.6GHz 
  （3.7GHz 帯）3.6GHz〜4.1GHz  
  （4.5GHz 帯）4.5GHz〜4.9GHz 
  （２）漏洩電⼒測定時のスペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 
 掃引周波数幅  陸上移動局送信帯域（注１） 
 分解能帯域幅  3kHz〜300kHz 
 ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 
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 掃引時間  測定精度が保証される時間 
 Ｙ軸スケール  10dB/Div. 
 データ点数  400 点以上（例：1001 点） 
 掃引モード  単掃引 
 検波モード  RMS 
 ３ 受験機器の状態 

（１） 外部試験装置から試験信号を加える。 
（２） 試験周波数に設定し、継続的バースト送信状態とする。 
（３） キー操作、制御器⼜は外部試験装置を⽤いて送信を停⽌した状態とする。ただし、バースト波の

オフ時間で測定を⾏う場合は、この限りでない。 
 ４ 測定操作⼿順 

（１） 必要に応じて広帯域検波器等によりスペクトラムアナライザに外部トリガをかけ、搬送波を送信
していない時間を測定できるようにする。 

（２） スペクトラムアナライザの設定を２（１）とし、陸上移動局送信帯域を掃引して漏洩電⼒の最⼤
値を探索する。 

（３） 探索した漏洩電⼒の最⼤値に分解能帯域幅換算値を加算した値が許容値以下の場合は、この最⼤
値に分解能帯域幅換算値を加算した値を測定値とする。 

（４） 上記（３）において許容値を超える場合は、上記（１）の設定を⾏い、スペクトラムアナライザ
の設定を２（２）とし、掃引周波数幅内を掃引する。 

（５） 掃引周波数幅内の全データについて参照帯域幅当たりの電⼒総和を計算し、その中の最⼤値を測
定値とする。 

 ５ 結果の表⽰ 
  搬送波を送信していないときの電⼒の測定値を技術基準で規定された単位で周波数ともに表⽰する。 
 ６ 補⾜説明 
  ２（１）で規定する掃引周波数幅は、占有周波数帯幅内の搬送波のオフ時間の漏洩電⼒が最⼤となる場
合は、占有周波数帯幅の周波数に変更してもよい。 
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 搬送波を送信していないときの電⼒（２） 
適⽤範囲：キャリアアグリゲーションを⽤いて連続する複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適⽤す
る。 
 １ 測定系統図 
  「搬送波を送信していないときの電⼒（１）」を参照すること。 
 ２ 測定器の条件等 
  「搬送波を送信していないときの電⼒（１）」を参照すること。 
 ３ 受験機器の状態 
  （１）キャリアアグリゲーションを構成し、連続する複数の搬送波を同時に送信する。 
  （２）その他は、「搬送波を送信していないときの電⼒（１）」を参照すること。 
 ４ 測定操作⼿順 
  （１）「搬送波を送信していないときの電⼒（１）」を参照すること。 
  （２）「搬送波を送信していないときの電⼒（１）」の６を適⽤する場合は、各搬送波について測定を⾏
うこと。 
 ５ 結果の表⽰ 
  「搬送波を送信していないときの電⼒（１）」を参照すること。 
 ６ 補⾜説明 
  「搬送波を送信していないときの電⼒（１）」を参照すること。 
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 搬送波を送信していないときの電⼒（３） 
適⽤範囲：キャリアアグリゲーションを⽤いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適⽤す
る。 
 １ 測定系統図 
  「搬送波を送信していないときの電⼒（１）」を参照すること。 
 ２ 測定器の条件等 
  「搬送波を送信していないときの電⼒（１）」を参照すること。 
 ３ 受験機器の状態 
  （１）キャリアアグリゲーションを構成し、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。 
  （２）その他は、「搬送波を送信していないときの電⼒（１）」を参照すること。 
 ４ 測定操作⼿順 
  （１）「搬送波を送信していないときの電⼒（１）」を参照すること。 
  （２）「搬送波を送信していないときの電⼒（１）」の６を適⽤する場合は、各搬送波について測定を⾏
うこと。 
 ５ 結果の表⽰ 
  「搬送波を送信していないときの電⼒（１）」を参照すること。 
 ６ 補⾜説明 
  「搬送波を送信していないときの電⼒（１）」を参照すること。 
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 副次的に発する電波等の限度（１） 
適⽤範囲：⼀の搬送波を受信する受信装置に適⽤する。 
 １ 測定系統図 

 
 2 測定器の条件等 

（１） 擬似負荷（減衰器）の減衰量は、測定対象が低レベルのため、なるべく低い値とする。 
（２） 副次発射探索時のスペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 

掃引周波数幅  （注１） 
分解能帯域幅  100kHz（1GHz 未満） 
   1MHz（1GHz 以上） 
ビデオ帯域幅  分解能帯域幅と同程度 
掃引時間  測定精度が保証される時間 
Ｙ軸スケール  10dB/Div. 
データ点数  400 点以上（例：1001 点） 
掃引モード  単掃引 
検波モード  ポジティブピーク 
注１ 掃引周波数幅の設定は、次のとおりとする。 
（700MHz 帯〜2GHz 帯） 
 30MHz〜1,000MHz 
 1,000MHz〜12.75GHz 
（3.5GHz 帯〜4.5GHz 帯） 
 30MHz〜1,000MHz 
 1,000MHz〜使⽤する周波数帯の上限周波数の５倍 

（３） 副次発射測定時のスペクトラムアナライザの設定は、次のとおりとする。 
中⼼周波数  探索した副次発射の周波数 
掃引周波数幅  0Hz 
分解能帯域幅  100kHz（1GHz 未満） 
   1MHz（1GHz 以上） 
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ビデオ帯域幅  分解能帯域幅と同程度 
掃引時間  測定精度が保証される時間 
Ｙ軸スケール  10dB/Div. 
データ点数  400 点以上（例 1001 点） 
掃引モード  単掃引 
検波モード  RMS 

 ３ 受験機器の状態 
（１）制御器⼜は外部試験装置を⽤いて受験機器の送信を停⽌し、試験周波数を連続受信する状態とする。 
（２）連続受信状態にできない場合は、外部試験装置等より試験信号を加え、試験周波数を⼀定の周期で間
⽋受信する状態とする。 
 ４ 測定操作⼿順 

（１） スペクトラムアナライザの設定を２（２）とし、掃引周波数幅内の副次発射を探索する。ただ
し、外部試験装置を使⽤している場合は、その信号を除く。 

（２） 探索した副次発射の振幅値の最⼤値が許容値以下の場合は、この最⼤値を測定値とする。 
（３） 探索した副次発射の振幅値が許容値を超える場合は、スペクトラムアナライザの中⼼周波数の設

定精度を⾼めるため、掃引周波数幅を 100MHz、10MHz、1MHz というように分解能帯域幅の
10 倍程度まで順次狭くして副次発射の周波数を求める。 

（４） スペクトラムアナライザの設定を２（３）とし、副次発射の振幅値の平均値（バースト波の場合
はバースト内平均電⼒）を求める。 

 ５ 結果の表⽰ 
  副次的に発する電波の限度の最⼤の測定値を測定帯域ごとに周波数とともに、技術基準で規定する単位
で表⽰する。 
 ６ 補⾜説明 
  （１）３（２）のように連続受信状態に設定できない受験機器は、受験機器の間⽋受信の周期を最短に
設定し、スペクトラムアナライザの掃引時間を測定精度が保証される時間（1 データ点当たりの掃引時間が
間⽋受信の周期以上）に設定して測定を⾏う。 
  （２）４（４）において、受信状態の副次発射がバースト状に発射される場合は、副次発射のバースト
内平均電⼒を求める。 

（以上） 
 
 
 
 
 
 
 
 


